
酒々井町公式ツイッターの運用に関する要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、行政情報、観光イベント情報及び災害等の緊急情報を迅速に、かつ、

広範に伝達することを旨として、酒々井町公式ツイッターを適正に運用するために必要

な事項を定めるものとする。 

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。  

（１） ツイッター インターネット上で１４０文字以下の短い文章等を不特定のイン

ターネット利用者に公開できる手段をいう。  

（２） ユーザー名 ツイッターの利用者がツイッターに登録した名称をいう。  

（３） 酒々井町公式ツイッター  町が設置、運用する総合ツイッター及び担当課等ツ

イッターをいう。  

（４） 総合ツイッター 町政に係る情報全般を表示させるツイッターをいう。  

（５） 担当課等ツイッター 課・局・館・所において行う事務、事業、行事、催物そ

の他に関する情報について広報を行うため、専ら当該担当課等がツイートをする

ツイッターをいう。  

 （６） アカウント ツイッターを設置・運用するために取得した権利及びユーザー名

をいう。 

（７） ツイート ツイッターに記事を投稿する行為及び投稿された記事をいう。 

（８） リツイート 他のツイッター利用者のツイートを引用して投稿することをいう。  

（９） フォロー 他のツイッター利用者のツイートを受信するように登録することを

いう。  

 （１０） 担当課等 課・局・館・所をいう。 

 （１１） 課長等 課長・局長・館長・所長をいう。 

 （酒々井町公式ツイッターの運用） 

第３条 町は、酒々井町公式ツイッターを運用する。  

２ 総合ツイッターのユーザー名は、shisui_townとし、名前（ツイッターに登録する名前

をいう。次条において同じ。）は、酒々井町役場とする。 

３ 総合ツイッターのパスワードは、企画財政課長が定める。  

４ 町長は、なりすましを防ぐため、酒々井町公式ツイッターのユーザー名を町のホーム

ページに掲載するものとする。   

（担当課等ツイッターの開始手続等） 

第４条 担当課等ツイッターを開始しようとする課長等（企画財政課長を除く。第４項及

び第５項において同じ。）は、担当課等ツイッター開始申請書（別記第１号様式）を企画

財政課長に提出しなければならない。 



２ 担当課等ツイッターの数は、原則として１の担当課等につき３を限度とする。ただし、

企画財政課長が必要と認める場合はこの限りではない。  

３ 企画財政課長は、第１項の規定による申請を確認し、担当課等ツイッターの開始を認

めるときは、担当課等ツイッターのユーザー名、名前及びパスワードを定め、ツイッタ

ーに登録する。  

４ 企画財政課長は、前項の規定により担当課等ツイッターに係る登録をしたときは、そ

の旨を担当課等ツイッター開始承諾書（別記第２号様式）により、当該申請をした課長

等に対し通知する。 

５ 前項の規定による通知を受けた課長等は、担当課等ツイッターの管理、担当課等ツイ

ッターにおける情報の入力その他の事務を行う情報発信責任者を課に属する職員のうち

からアカウント１つにつき１人指名するものとする。ただし、２人以上の情報発信責任

者を置くべきやむを得ない事由があるときは、あらかじめ企画財政課長との協議を経て

２人以上の職員を情報発信責任者に指名することができる。  

６ 課長等及び企画財政課長は、情報発信責任者（企画財政課において前項本文の事務を

行う職員を含む。次項及び第８項において同じ。）以外の職員に前項に規定する事務をさ

せてはならない。  

７ 課長等及び情報発信責任者は、担当課等ツイッターのユーザー名、名前及びパスワー

ドを変更してはならない。 

８ 課長等及び企画財政課長並びに情報発信責任者（以下「担当課長等」という。）は、担

当課等ツイッターのパスワードを他に漏らしてはならない。   

（総合ツイッターの管理）  

第５条  総合ツイッターに係る事務は、企画財政課において処理する。   

（酒々井町公式ツイッターにおけるツイート）  

第６条 酒々井町公式ツイッターの運用においては、地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号 ）その他関係法令を遵守しなければならない。  

２ 酒々井町公式ツイッターにおけるツイートは、原則として所属長の了承を得ること。

ただし、やむを得ず所属長の了承を得ることができない場合においても、次に掲げる情

報についてあらかじめ所属長の承認を得た範囲においては、情報発信責任者においてツ

イートを行うことができることとする。 

（１） 既に町のホームページ、広報紙等に掲載されている行事、催物等についての情 

報  

（２） 行事、催物、競技会の結果その他既知の事実についての情報  

（３） 法令等で定められている内容の情報  

３ 担当課長等は、酒々井町公式ツイッターにおけるツイートに対して攻撃的な反応があ

った場合は、冷静に対応しなければならない。  

４ 担当課長等は、酒々井町公式ツイッターにおいて発信した情報が他者を傷つけ、誤解

を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければ



ならない。   

（担当課等ツイッターを設けていない担当課等のツイート）  

第７条 担当課等ツイッターを設けていない各担当課等が、臨時にツイートをする必要が

あるときは、ツイッター情報掲載依頼書（別記第３号様式）を企画財政課長に提出しな

ければならない。  

２ 前項の規定による依頼があったときは、企画財政課長はこれを審査し、適当と認める

ときは、 総合ツイッターにおいてツイートをするものとする。  

（禁止事項）  

第８条 担当課長等は、酒々井町公式ツイッターにおいては、次に掲げる情報についての

ツイートを行ってはならない。  

（１） 他者を誹謗中傷する内容を含む情報  

（２） 人種、思想、信条、職業等により差別し、又は差別を助長させる内容を含む情 

報  

（３） 職員の個人的な状況や意見等の内容を含む情報（職務上発信することが必要な 

情報を除く。）  

（４） 法令等に違反する行為をあおる内容を含む情報  

（５） 職務上知り得た秘密及び特定の個人を識別することができる情報  

（６） わいせつな内容を含む情報その他の公序良俗に反する内容を含む情報  

（７） 第１号、第２号、第４号及び前号の内容を含むホームページ等を紹介する情報  

（８） 信頼性に乏しい情報  

（９） 町の施策の意思形成過程に関する情報（意見募集が実施されている場合を除く。） 

（１０） 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等を侵害する情報   

（フォローの制限）  

第９条 担当課長等は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、酒々井町公式ツイッ

ターにおいて、フォローを行うことができる。 

（１） 酒々井町事務決裁規程（昭和６２年酒々井町訓令第６号）の規定に基づき、決

裁を経ていること。  

（２） 国、地方公共団体その他公益的な団体のツイッターに対して行うものであるこ 

と。   

（リツイートの制限）  

第１０条 担当課長等は、酒々井町公式ツイッターにおいて、リツイートを行ってはなら

ない。 ただし、国、地方公共団体その他公益的な団体のツイートに係るもので、酒々井

町事務決裁規程の規定に基づく決裁を経ている場合は、この限りでない。  

（返信の禁止） 

第１１条  担当課長等は、酒々井町公式ツイッターにおいて、返信を行ってはならない。  

２ 課長等及び企画財政課長は、酒々井町公式ツイッターにおいて返信を行わない旨を

酒々井町公式ツイッターのプロフィール欄に明示しなければならない。  



３ 町長は、酒々井町公式ツイッターにおいて返信を行わない旨を町のホームページに明

示しなければならない。   

（パスワードの変更） 

第１２条 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、ツイッターパスワード変更

申請書（別記第４号様式）により企画財政課長に対し、申請をしなければならない。  

（１） 情報発信責任者が異動したとき。  

（２） 情報発信責任者を変更しようとするとき。  

（３） パスワードの漏えいのおそれがあるとき。  

（４） その他パスワードを変更する必要があると認めるとき。  

２ 企画財政課長は、前項の申請があった場合において、適当と認めるときは、同項の課

長等に係る担当課等ツイッターのパスワードを変更するものとする。  

（酒々井町公式ツイッターの廃止又は停止）  

第１３条 課長等は、担当課等の統廃合その他の理由により担当課等ツイッターの運用の

廃止をしようとするときは、あらかじめ企画財政課長に協議をしなければならない。  

２ 課長等は、前項の協議が調った場合は、担当課等ツイッター廃止申請書（第５号様式） 

を企画財政課長に提出するものとする。  

３ 前項に規定する場合においては、担当課長は、その運用する担当課等ツイッターにお

いて当該担当課等ツイッターの廃止をする旨及び当該廃止を予定する日を、その日の１

カ月前までに告知しなければならない。  

４ 企画財政課長は、第２項の規定による申請があった場合は、前項の規定による告知が

されていることを確認した上で、当該申請に係る担当課等ツイッターを廃止するものと

する。  

５ 町長は、酒々井町公式ツイッターの運用を継続することが困難となった場合は、その

理由を町のホームページに明記し、酒々井町公式ツイッターの運用を速やかに停止し、

又は酒々井町公式ツイッターを廃止するものとする。  

６ 町長は、酒々井町公式ツイッターの利用及び管理に関し、法令違反その他の不正な利

用があったときは、速やかに酒々井町公式ツイッターの運用を停止するものとする。  

（その他）  

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、町長が 

別に定める。  

附 則  

この告示は、平成２９年７月１２日から施行する。     

 

 

 

 

 



別 記 

第１号様式（第４条関係） 

担当課等ツイッター開始申請書 

 年  月  日  

企画財政課長 様  

                            （課・局・館・所）長  

 

 酒々井町公式ツイッターの運用に関する要綱第４条第１項の規定に基づき、担当課等ツイ

ッター の開始を申請します。 

 

名称（課・班・施設名）  情報発信責任者（予定） 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

担当課等ツイッター開始承諾書 

 年  月  日  

（課・局・館・所）長   

企画財政課長   

 

 年 月 日付けで申請のあったツイッター開始について承諾しましたので通知します。  

次に掲げる事項を条件に各課用ツイッターのユーザー名・パスワードを付与します。   

 

条件  

（１） 担当課等の長及び情報発信責任者は１日１回以上自課のアカウントを閲覧し、

担当課等ツイッターの管理を行うこと。  

（２） 担当課等ツイッターにおける画面等のデザインは任意で行えるが、第三者が閲

覧した場合に不快になったり、ツイートを判別しにくいデザインにしないこと。  

（３） プロフィールに添付する画像は、酒々井町の町章を使用しないこと（総合ツイ

ッターで使用するため）。  

（４） パスワードの開示は、課長等の長が指名する情報発信責任者に限り、パスワー

ドは厳重に管理し、紛失し、又は漏洩しないようにすること。  

（５） 情報発信責任者が異動若しくは変更となったとき又はパスワードの漏えいのお

それがあるとき等は、速やかにツイッターパスワード変更申請書（別記第５号様式）

を提出すること。   

 

 

     

 

 

 

 

ユーザ名 名前 パスワード 

   

   

   



第３号様式（第７条関係） 

ツイッター情報掲載依頼書 

 年  月  日  

企画財政課長様  

                              （課・局・館・所）長   

 

ツイッターへの情報掲載について、次のとおり依頼します。   

掲載希望日：  年  月  日（必須）   

 掲載文（１４０文字以内） 

注意事項  

（１） 掲載依頼書は原則、掲載希望日の前日までに提出してください。  

（２） ツイッターでの情報発信は、開庁日の業務時間内に限ります。  

（３） 本文は１４０字以内。写真を掲載する場合は、画像データも提出してください。   

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○○○  

 

 

 

 

担当課等  

担当者 
 

内 線 
 



第４号様式（第１２条関係） 

                         ツイッターパスワード変更申請書  

 年  月  日  

企画財政課長様  

（課・局・館・所）長 

 

 当（課・局・館・所）の担当課等ツイッターのパスワードについて、次の理由により変

更する必要がありますので、  年 月 日までにパスワード変更をお願いします。 

 

 

パスワード変更理由 

いずれかに●を入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パスワードを知っている者（課長等の長及び情報発信責任者）が異動となった。 

 情報発信責任者を変更した。 

 パスワードが漏えいしている可能性がある。 

 

(その他の理由) 

 

 

 

 



第５号様式（第１３条関係） 

 担当課等ツイッター廃止申請書  

 年  月  日  

企画財政課長 様  

（課・局・館・所）長 

  

 当（課・局・館・所）の担当課等ツイッターについて、              に

より、不要になりましたので、 次のとおり廃止を申請します。 

 担当課等ツイッターの廃止につきましては、 年 月 日に担当課等ツイッター内で告

知を行っています。 

 

 ツイッター廃止希望日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

年 月 日 


